
天理市

骨髄移植ドナー支援事業

対象者 １．

２．

（公財）日本骨髄バンクが実施する事業で、骨髄等の提供を完了した方で
次のいずれにも該当する方（証明する書類が必要です）

他の自治体が実施する同種同類の助成金等を受けてい

ないこと

申請は、骨髄等提供後 ９０日以内 に申請してください。

お申込み
お問い合わせ

０７４３－６３－９２７６（直通）TEL

MAIL

天理市では、平成３１年２月から（公財）日本骨髄バンクが実施す
る骨髄・末梢血幹細胞移植をした市民を対象に、助成金を交付し
ています。

助成金額
対象者が骨髄等提供のために通院・入院した日数に応
じて、１日２万円が支給されます。（最大７日上限１４万円）

例えば・・・２日通院し、４日入院した場合
６日×２万円＝１２万円の支給となります。

kennkou@city.tenri.nara.jp

天理市 健康推進課 地域医療推進係まで

骨髄等の提供を行った日及び助成金申請時において天
理市の住民基本台帳に記録されていること


